
公益社団法人全日本病院協会 御中

事 務 連 絡
平成30年6月14日

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室

画像診断報告書等の確認不足に関する医療安全対策について
（再周知のお願い）

標記について、 別添のとおり、 各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管
部（局）あて事務連絡を発出いたしましたので、貴団体におかれましても、 御
了知いただくとともに、 関係者に周知をお願いいたします。
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事務連絡

平成 30年 6月 14日

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室

画像診断報告書等の確認不足に関する医療安全対策について

（再周知のお願い）

医療機関における画像診断報告書等の確認不足を防止するため、これまで、

f画像診断報告書等の確認不足に関する医療安全対策についてJ（平成 29年 11

月 10日付け産政局総務課医療安全推進室事務連絡。以下「平成 29年事務連絡j

という。）において注意喚起を図ってきたところです。

その後、医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）第 12条に基づく医療

事故情報収集等事業において、公益財団法人日本医療機能評価機構から「画像

診断報告書の確認不足（第2報）」 （医療安全情報No.138、平成 30年 5月、別

添）が公表されました。一方で、依然として同種の事案が続いております。

つきましては、画像診断報告書等の確認不足対策を広く定着するため、別添

及び平成 29年事務連絡の内容を御確認の上、貴管下医療機関に対し、改めて周

知徹患をお願いいたします。

なお、 Jjlj添については、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ

http://www.med-safe.jp/contents/info/index.htmlに掲載されていますこと

を申し添えます。
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別添

医横事故t情報収集等事業

公益財団法人日本監 能評価機構

画像診断報告書の
確認不足（第2報）

No.138 2018年5月

「画像診断報告書の確認不足」を医療安全情報No.63(2012年2月）で取り上げま

した。その後、画像診断報告書を確認しなかった事例が37件報告されていますので

再度情報提供します（集計期間：2015年1月1日～2018年3月31日）。この情報

は、第51＠］報告書「再発・類似事例の分析jの内容をもとに作成しました。
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CT検査とMRl検査を同時期に行い、

MRI検査の結果で診断が確定できた

ため、 CT検査の画像診断報告書を

見なかった

専門領域の読影に自信があり、画像

診断報告書を見なかった

前年の同月の画像診断報告書を当日

の報告書だと誤認した

③37件のうち、36件がCT検査の事例です。
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匪君事事故情報収集等毒事業 No.138 2018年5月

画像診断報告書の確認不足（第2報）

毒事鱗j官

外来診察日に肝内胆管癌術後のフォローアップでCT検査を行った。CT検査後、

主治医は画像を晃て患者に説明し、その後画像診断報告書の確認を忘れた。5ヶ月後、

再度CT検査を行った。放射線科医師が過去のCT画像と比較しようとしたととろ、

5ヶ月能の画像診断報告書が未読であり、肺癌疑いと記載されているととに気付き、

主治医に連絡した。

外来診察日に腎癌の精査で造影CT検査を行った。医師は外来診察中に画像を見て

患者に説明し、その後画像診断報告書の確認を忘れた。患者が腎癌の手術目的で

入院した際、担当医は3ヶ月前に実施した造影CT検査の画像診断報告書！こ肝臓に

悪性腫療の転移が疑われ精査するよう記載されているととに気付いた。

＠ 

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の

一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。

本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。 http:/./www.med-safe.jp/

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するもので、はありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。

公益財団法人日本塁療機能評価機構 医療事故防止事業部
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-4・17東洋ピル
電話： 03-5217・0252（直通） FA×： 03石217-0253（直通）
http:/ /www.「ned-safe.jp/
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